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５ モビリティの確保に対する支援 
５ モビリティの確保に対する支援 担当府省庁 

(１)新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金：ソフト事業）      ⇒１（１）参照 
内閣官房・内閣府 

(２)地域公共交通確保維持事業 国土交通省 

(３)地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業 環境省・国土交通省 
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